
規指定を受けた医療機関を対象に実施

された。新規指定から新規個別指導ま

での期間は、最短で７ヵ月、最長で１

年10ヵ月だった。 

  個 別指導 （新規以外） 

  ～６割の医療機関で自主返還あり、 

         再指導率は７％～ 

 医科の新規以外の個別指導は、前年

（平成26年度）は31件だったのに対し

て、27年度は44件実施されており、計

画・実施件数とも増加している。 

 平成27年度は、情報提供による選定

はなかった。再指導による選定４件の

うち、診療所の１件は実施されていな

い。なお、平成28年度の選定委員会資

料には、27年度未実施分として診療所

が１件選定されており、翌年度に実施

がずれ込んだものと思われる。 

 実施44件のうち、概ね妥当が２件、

経過観察39件、再指導が３件で、要監

査はなかった。再指導の割合は約７％

で、平成23年度以降は１割未満の状態

が続いている。 

 また、44件のうち約６割にあたる25件

で、何らかの自主返還を求められてい

た。個別指導では自主返還を求められ

た指摘事項について、過去１年分のす

べての患者について自主点検のうえ自

主返還を求める取扱いは例年通り。 

 

  

  再指導率23％、 

    歯科の厳しい状況明らかに 

 昨年度の歯科の個別指導（新規以

外）では、情報提供からの個別指導が

２件、前年以前の個別指導結果が再指

導だったものが11件と、高点数以外の

理由による指導の実施が３割を超えて

いる。また、指導結果においても新

規・新規以外を合わせた再指導率が
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 長野県保険医協会では、平成27年度

の個別指導、監査、施設基準調査等の

実施状況について関東信越厚生局に情

報開示請求し、資料を入手した。その

中から、個別指導の結果と特徴につい

てまとめた。経年変化は協会で情報開

示請求を開始した平成15年度以降分を

まとめたもの。 

 

     

 情報による指導なし、 

        約８割が経過観察 

 昨年度の医科の個別指導では、情報

提供による選定はなく、再指導率は個

別指導（新規以外）で約７％、新規個

別指導による再指導はなかった。指導

結果は概ね妥当、経過観察、再指導、

要監査の４種類だが、新規・新規以外

を合わせた個別指導の実施医療機関

（73件）のうち８割強の60件が経過観察

だった。ただし、73件のうち39件で何ら

かの自主返還が求められており、経過

観察であっても自主返還があるケース

が多かった。 

  新 規 個別指導  

 ～新規指定から１年前後で実施、 

        概ね妥当が約３割～ 

 医科の新規個別指導は、年度当初の

計画どおり29件が実施された（病院１

件、診療所28件）。 

 新規個別指導の結果、再指導はな

く、概ね妥当が８件（約28％）で、概

ね妥当の場合には自主返還を求められ

たケースはなかった。経過観察21件の

うち、14件で何らかの自主返還が求め

られていた。なお、新規個別指導での

自主返還は、指導の際に指摘された事

例のみとされている。 

 平成27年度に実施された新規個別指

導は、平成26年３月～平成27年１月に新

23％、何らか

の自主返還を

求められた医

療機関が46件

（実施56件に

対して82％）

など、ここ数

年歯科では厳

しい状況が続いている。 

  新       規 個別指導 

  ～新規でも約２割が再指導～ 

 歯科の新規個別指導は、26件の計画

に対して実施されたのは17件（病院歯

科３件含む）だった。 

 指導結果は、概ね妥当が３件、経過

観察11件、再指導３件で、新規個別指

導における再指導率は約18％と２割近

くにのぼった。概ね妥当の場合は自主

返還はなかったが、再指導の３件すべ

てと経過観察11件のうちの９件で自主

返還が求められていた。 

 平成27年度に実施された新規個別指

導は、平成26年２月～27年２月に新規指

定を受けた医療機関（病院歯科含む）

に対して実施された。新規指定から新

規個別指導までの期間は、最短で８ヵ

月、最長で１年６ヵ月だった。 

  個 別指導 （新規以外） 

   ～９割近くが自主返還あり、 

      ４件に１件は再指導～ 

 歯科の新規以外の個別指導は、情報

提供によるものが２件、前年以前の個別

指導結果が再指導だった医療機関に対

するものが11件、その他１件で、高点

数以外の理由による個別指導が35％を

占めていた。選定41件に対して39件実施

されたが、年度当初の計画時点より情

報提供が１件、再指導が３件多く実施

されており、高点数による個別指導は

選定より６件少ない25件の実施だった。 

 実施された39件の結果は、再指導が10

件、経過観察28件で、概ね妥当はわず

か１件のみだった。再指導率が25.6％

と、４件に１件は再指導になるという

非常に厳しい結果だった。 

 さらに39件のうち34件で自主返還があ

り、概ね妥当（１件）を除くと約9割の

医療機関で何らかの自主返還が求めら

れていた。個別指導では自主返還を求

められた指摘事項について、過去１年

分のすべての患者について自主点検の

うえ自主返還をするよう求められる。 

なお、歯科では平成24年度から26年度に

おいては、中断事例が複数件あった

が、27年度は中断事例はなかった。 

 県保険医協会では、指導等に関する

会員からの相談に随時対応、例年行っ

ている開示資料等から、最近の指摘事

項等の情報提供等も行っています。ま

た、個別指導時には録音や弁護士帯同

も認められているので、迷われている

方は是非、協会まで相談を。 

 その他、指導時の心構えや当日の持

参物など、不明な点や不安があれば協

会までお問い合せください。特に個別

指導や新規個別指導の実施通知が来た

場合は、早めに相談されることをお勧

めします。 

 

 
 

表２．平成２７年度個別指導結果

概ね妥当 経過観察 再指導 要監査 計
病 院 0 1 0 0 1
診療所 8 20 0 0 28

計 8 21 0 0 29

病 院 0 6 0 0 6
診療所 2 33 3 0 38

計 2 39 3 0 44

3 11 3 0 17

1 28 10 0 39新規以外

区分

医科

歯科

指導結果

新規

新規
以外

新 規

表３. 医科の個別指導の経年変化

概ね
妥当

経過
観察

再指導要監査

平成15年度 25 0 22 3 0 12.0%

平成16年度 46 0 42 4 0 8.7%

平成17年度 9 0 5 2 2 22.2%

平成18年度 50 10 30 5 1 4 10.0%

平成19年度 25 9 13 1 0 2 4.0%

平成20年度 74 11 59 4 0 5.4%

平成21年度 105 17 76 12 0 11.4%

平成22年度 86 10 63 13 0 15.1%

平成23年度 68 13 51 3 1 （1） 4.4%

平成24年度 44 8 33 2 1 （1） 4.5%

平成25年度 65 13 48 4 0 6.2%

平成26年度 57 12 41 4 0 (1) 7.0%

平成27年度 73 10 60 3 0 4.1%

新規 29 8 21 0 0 0.0%

通常 44 2 39 3 0 6.8%

再指導率件数
指導結果

中断

表４. 歯科の個別指導の経年変化

概ね
妥当

経過
観察

再指
導

監査

平成15年度 50 5 37 8 0 0 16.0%

平成16年度 62 5 49 8 0 0 12.9%

平成17年度 38 2 34 1 1 0 2.6%

平成18年度 64 0 60 2 1 1 3.2%

平成19年度 53 27 24 2 0 0 3.8%

平成20年度 52 6 43 3 0 0 5.8%

平成21年度 50 1 42 7 0 0 14.0%

平成22年度 50 8 36 6 0 0 12.0%

平成23年度 52 17 28 7 0 0 13.5%

平成24年度 54 3 38 12 1 5 22.2%

平成25年度 51 3 38 8 2 7 15.7%
平成26年度 58 10 36 11 0 3 19.0%
平成27年度 56 4 39 13 0 0 23.2%

新規 17 3 11 3 0 0 17.6%

通常 39 1 28 10 0 0 25.6%

年度 件数
指導結果

中断 再指導率

 

表１.平成２７年度個別指導（新規以外）実施件数内訳

選定 実施 選定 実施 選定 実施 選定 実施 選定 実施
機関
等数

患者
等数

病院 0 0 3 3 2 2 1 1 6 6 0 0

診療所 0 0 1 0 41 38 0 0 42 38 0 0

医科計 0 0 4 3 43 40 1 1 48 44 0 0

1 2 8 11 31 25 1 1 41 39 0 0

指導に伴い
実施した患者
調査の件数情報提供 再指導 高点数 その他 計

医
科

歯科

選定機関数と実施計画数

 

 県保険医協会では平成27年度に続き

本年度も「個別指導時の弁護士帯同に

ついて一定の費用援助を行う」方針を

かかげている。１件５万円で５件まで

予算化しているが、もっかのところ未

消化状態。27年度は２件の実績があっ

た。顧問弁護士の木嶋日出夫氏等が対

応する。申し込みや相談は協会の社保

担当事務局まで。 


